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指定居宅サービス利用約款 

おしどり荘訪問介護事業所 

         様（以下「お客様」）とおしどり荘訪問介護事業所（以下「事業者」）は、

事業者がお客様に対して行う指定居宅サービスについて次の通り契約します。 

 

（約款目的） 

第１条 事業者は、お客様に対し介護保険法令の趣旨に従って、お客様が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提

供し、お客様は、事業者に対しサービスに対する料金を支払います。 

 

（利用期間） 

第２条 この契約書の契約期間は     年  月  日からお客様の要介護認定の有効期間

満了日までとする。 

 ２．期間満了の７日前までに、お客様から事業者に対して文書による契約終了の申し出がな

い場合、契約は自動的に更新されるものとします。 

 

（訪問介護計画） 

第３条 事業者は、お客様の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護支援専門員（ケア

マネジャー）が作成した「居宅サービス計画（ケアプラン）」に添って「訪問介護計画書」

を作成します。事業所はこの「訪問介護計画書」の内容を利用者及びその家族に説明しま

す。 

 

（訪問介護の内容） 

第４条 お客様が提供を受ける訪問介護の内容は「重要事項説明書別紙」のとおりで、事業者

は内容についてお客さま及びその家族に説明します。 

２．事業者は、サービス従事者をお客様の居宅に派遣し、訪問介護計画書に添って訪問介護

を提供します。 

３．第２項のサービス従事者は、介護福祉士又は訪問介護員養成研修１～３級課程又は初任

者研修を修了したものです。 

４．訪問介護計画書がお客様との合意を持って変更され、事業者が提供するサービスの内容

又は介護保険適応の範囲が変更となる場合には、お客様の了解を得てそれを訪問介護の内

容とします。 

 

（サービス内容の変更） 

第５条 お客様は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。事業者

はお客様からのサービスの内容の申し出があった時には、この契約の目的に反するな

ど変更を拒否する正当な理由がない限り、サービスの内容を変更するものとします。 
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（サービス提供の記録） 

第６条 事業者は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容を記録した訪問介護実施報告書を

作成します。 

２．事業者は、サービス提供記録を作成する事とし、この契約の終了後５年間保管します。 

３．お客様は、事業者の営業時間内にその事業所にて、お客様自身に関する第２項のサービ

ス実施記録を閲覧できます。 

４．お客様は、お客様自身に関する第２項サービス実施記録の複写物の交付を受ける事がで

きます。 

 

（料金） 

第７条 お客様は、サービスの対価として利用単位毎の料金を基に計算された月ごとの合計額

を支払います。 

事業者は、当月の料金合計額の請求書を翌月１０日までにお客様に送付します。 

お客様は、当月の料金合計額を翌月末までに支払います。 

２．事業者は、お客様から料金の支払いを受けたときには、お客様に対し領収書を発行しま

す。 

３．お客様は、居宅においてサービス従事者がサービスを実施するために使用する水道、ガ

ス、電気、電話の費用を負担します。 

 

（サービスの中止） 

第８条 お客様は、事業者に対してサービスの提供の２４時間までに通知することにより、料

金を負担することなくサービス利用中止することができます。 

２．お客様がサービス実施の２４時間以内に通知することにより、あるいは通知することな

くサービスの中止を申し出た場合、事業者は、お客様に対して「重要事項説明書別紙」に

定める計算方法により、料金の一部を請求することができます。この料金は第７条に定め

る他の料金の支払いとあわせて請求します。 

 

（料金の変更） 

第９条 事業者は、お客様に対して１か月前までに文書で通知することにより利用単位ごとの

料金の変更を申し入れることができます。 

２．お客様が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく「重要事項説明書別紙」を作

成しお互いに取り交わします。 

３．お客様は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することによりこの

契約を解約することができます。 

 

（利用解除） 

第１０条 お客様は事業者に対して７日の予告期間を置いて文書で通知することによりこの

契約を解約することができます。但しお客様の急変、急な入院などやむおえない事情があ

る場合は、予告期間が７日以内の通知でもこの契約を解約することができます。 
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２．事業者はやむおえない事情がある場合お客様に対して、１か月の予告期間をおいて理由

を示した文書で通知することによりこの契約を解約することができます。 

３．次の事由に該当した場合、お客様は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

（２）事業者が守秘義務に反した場合。 

（３）事業者がお客様やそのご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合。 

（４）事業者が破産した場合。 

４．次の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

（１）お客様のサービス利用料金の支払いが２か月以上遅延し、料金を支払うよう催促し

たにも関わらず７日以内に支払われない場合。 

（２）お客様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、またはお客様

の入院若しくは病気等により２か月以上にわたってサービスが利用できない状態

であることが明らかになった場合 

（３）お客様等が事業者やサービス従業者等に対してこの契約を継続しがたいほどの背信

行為を行なった場合。 

５．次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。 

（１）お客様から事前に介護認定の更新がなされず、契約の適用期間が満了した場合。 

（２）お客様の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合。 

（３）お客様が亡くなられた場合若しくは被保険者の資格を喪失した場合。 

（４）お客様が介護保険施設に入所等された場合。 

 

（秘密保持） 

第１１条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得たお客様及びそ

のご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号につい

ての情報提供については、お客様等からあらかじめ文書により説明し同意を得ます。 

  （１）サービス担当者会議等での情報提供 

  （２）介護保険サービス利用のための市町村、介護保険事業者等への情報提供あるいは、

適切な在宅療養のための医療機関等への情報提供 

  （３）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表会等。なお

この場合でも、お客様個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

２．前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 

３．お客様等の個人情報の使用については、『個人情報保護方針』を基に、お客様等に文書

により説明し同意を得ます。 

４．事業所の従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者の

雇用契約内容とします。 

 



   

 

指定居宅サービス利用約款及び重要事項説明書 

制定日：2017/04/01 

改訂日：2025/05/01 

 

（賠償責任） 

第１２条 事業者は、サービスの提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由によりお客様の生

命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、お客様に対してその損害を賠償します。 

 ２．お客様の責めに帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、お客様等は連携し

て事業者に対してその損害を賠償するものとします。 

 

(身元引受人(連帯保証人)) 

第１３条 利用者は事業者に対し、身元引受人（連帯保証人）を立てていただきます。ただし

身元引受人（連帯保証人）を立てることができない相当の理由を事業所が認める場合に

は、この限りではありません。 

 ２．身元引受人（連帯保証人）は次の各号に責任を負います。 

   ① 本サービスにかかる利用者負担金について契約者本人の連帯保証人となることに

同意すること。 

   ② 連帯保証人は利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担すること。 

   ③ 前項の負担は、利用料の１０か月分を限度とします。 

   ④ 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよう

に協力すること。 

   ⑤ 利用者及び身元引受人（連帯保証人）以外の親族に事業者に対する要望等がある場

合は、必ず身元引受人（連帯保証人）を介して伝えること。 

 

（身体の拘束） 

第１４条 事業者は、原則として身体拘束は行いません。但し緊急やむを得ない場合は実施   

する場合があります。その際は、事業所の検討会議で検討し実施しその理由を記録に記載

することとします。 

 

（緊急時の対応） 

第１５条 事業者は、現に訪問介護の提供を行なっている時にお客様の病状の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに家族又は緊急連絡先、主治医又は介護支援専門員又は管

理者に連絡をとるなどの必要な措置を講じます。 

 

（居宅サービス計画の変更の援助） 

第１６条 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、そ

の内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。第１０条に基づき解

約通知をする場合には事前に介護支援専門員に連絡します。 

 

（相談・苦情対応） 

第１７条 お客様またはそのご家族は、事業者が提供した訪問介護に関する苦情がある場合は、

いつでも苦情相談窓口に、苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立て

られた時は、迅速かつ適切に対応すると共に必要な措置を講じます。 
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２．事業者は、お客様又はそのご家族が苦情申し立てをした場合に、これを理由としてお客

様に対し一切の差別待遇をしません。 

 

（善管注意義務） 

第１８条 事業者は、お客様より委託された業務を行なうにあたっては、法令を尊守し、善良

なる管理者を以ってその業務を遂行します。 

 

（本約款に定めのない事項） 

第１９条 お客様および事業者は、信義誠実を持ってこの約款を履行するものとします。 

この約款に定めのない事項については、介護保険法令そのた諸法令の定めるところを尊重

し双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

（裁判管轄） 

第２０条 この約款に関してやむをえず訴訟となる場合は、お客様および事業者は、お客様の

住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 
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指定居宅サービス重要事項説明書 

おしどり荘訪問介護事業所 

    ２０２５年５月１日現在 

 

１．医療法人社団日翔会施設及び提供サービスについての総合相談窓口 

   電話 ０８５９－７２－０５１１ 

   時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

２．居宅介護事業概要 

① 提供できるサービスの種類 

身体介護・生活支援・通院等乗降介助 

② サービスの対象 

要介護認定のお客様 

③ 訪問介護事業所の職員体制 

おしどり荘訪問介護サービス 

 資格 常勤 兼務 計 

管理者 介護福祉士  １名    １名 

サ ー ビ ス  

提供責任者 
介護福祉士  2 名 2 名 

介護者 
介護福祉士又はヘルパー２級又は

初任者研修修了者 
2.5 名以上  2.5 名以上 

     

３．営業日及び営業時間 

営業日： 月曜日～土曜日（１月１日～１月３日を除く） 

営業時間：午前８時３０分～午後５時３０分 

  （サービス提供時間：午前９時～午後５時） 

  

４．提供サービス内容 

身体介護・生活援助・通院等乗降介助 

 

５．利用料金 

①介護保険の利用料は、利用者負担の割合に応じた額となります。 

②訪問時間の２４時間前までに事業所へ連絡なく訪問をキャンセルされた場合、キャンセル料

として自己負担金額の１／２に相当する金額を収受します。 

 

６．サービスの利用方法 

① サービスの利用開始 

イ 相談窓口で受付、契約を結びサービスの提供を開始します。 
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居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談

ださい。 

② サービスの終了 

イ お客様の都合でサービスを終了する場合 

ロ サービスを終了する７日前までに文書でお申し出下さい。 

ハ 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

ニ 人員不足などやむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく

場合がございます。その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

次の場合は、双方通知がなくても自動的に指定居宅サービスを終了いたします。 

イ お客様から事前に介護認定の更新がなされず、契約の適用期間が満了した場合。 

ロ お客様の要介護認定区分が非該当（自立）と認定された場合。 

ハ お客様が亡くなられた場合若しくは被保険者の資格を喪失した場合。 

ニ お客様が介護保険施設に入所等された場合。 

④ その他 

当事業所が正当な理由なく指定居宅サービスを提供しない場合、守秘義務に反し

た場合、お客様や家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当法人

が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することにより即座に契約を終了する

ことができます。 

 

７．緊急時の対応方法 

   サービスの提供中にお客様の病状の変化等があった場合は、家族又は緊急連絡先、

主治医又は介護支援専門員又は救急隊へ連絡をとるなどの必要な措置を講じます。 

 

８．事故発生時などの対応 

① 指定居宅サービスの提供により事故が発生した場合は、お客様の家族などに連絡

を行うとともに必要な措置を講じます。 

② 指定居宅サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速

やかに行います。 

 

９・サービス内容に関する苦情 

① お客様からの苦情相談窓口 

おしどり荘訪問介護事業所 

サービス提供責任者   宇田 章江  川上 康子 

 電 話         ０８５９－７２－０５１１ 

② 当事業所以外に市町村の相談・苦情窓口、鳥取県国民健康保険連合会等でも受け

付けています。 

・日野町役場（０８５９－７２－０３３４） 

・日野町地域包括支援センター（０８５９－７２－１８５２） 
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・鳥取県国民保険団体連合介護サービス苦情相談窓口（０８５７－２０－２１００） 

 

１０・提供するサービスの第三者評価の実地状況 

実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

１１・虐待防止のための措置に関する事項 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるも

のとする。 

（１） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図る。 

（２） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（３） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を２回以上実施する。 

（４） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報するものとする。 

 

１２・業務継続計画の策定等 

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定し、

必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

① 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

② 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１３・ 身体拘束等の禁止 

（１） 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限

する行為（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

（２） 事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

 

１４・当法人の概要 

    名  称  医療法人社団 日翔会 

    代 表 者  理事長 徳久 剛史 

    所 在 地  鳥取県日野郡日野町根雨９０９－１ 
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    電  話  ０８５９－７２－０４１０ 

    運営事業 

     介護老人保健施設     

おしどり荘 

      おしどり荘短期入所療養介護 

おしどり荘通所リハビリテーション 

     居宅介護支援事業     

ケアプランセンター つつじ 

      つばき居宅介護支援事業所 

     認知症対応型共同生活介護事業  

グループホーム いちょうの木 

グループホーム つつじ 

グループホーム つばき 

グループホーム 華つばき 

グループホーム 花つつじ 

     訪問介護事業 

おしどり荘訪問介護事業所 

ケアステーション つつじ 

     通所介護事業        

アルク つつじ 

倉吉デイサービス つばき 

     小規模多機能ホーム 

      小規模多機能ホーム おいでんせぇ 

      小規模多機能ホーム つばき 

      小規模多機能ホーム 華つばき 

小規模多機能ホーム きんもくせい 

     サービス付高齢者住宅 

      米子ヘルスケアホーム つつじ 
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日野町 

介護予防・日常生活支援総合事業 

訪問型サービス 

利用約款及び重要事項説明書 

  

 

 

 

 
医療法人社団  日翔会 

おしどり荘訪問介護事業所 
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日野町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス利用約款 

おしどり荘訪問介護事業所 

         様（以下「お客様」）とおしどり荘訪問介護事業所（以下「事業者」）は、

事業者がお客様に対して行う介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービスについて次の通

り契約します。 

 

（約款目的） 

第１条 事業者は、お客様に対し介護保険法令の趣旨に従って、お客様が可能な限りその居宅

において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提

供し、お客様は、事業者に対しサービスに対する料金を支払います。 

 

（利用期間） 

第２条 この契約書の契約期間は    年  月  日からお客様の要介護認定の有効期

間満了日までとする。 

 ２．期間満了の７日前までに、お客様から事業者に対して文書による契約終了の申し出がな

い場合、契約は自動的に更新されるものとします。 

 

（訪問介護計画） 

第３条 事業者は、お客様の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護支援専門員（ケア

マネジャー）が作成した「居宅サービス計画（ケアプラン）」に添って「訪問介護計画書」

を作成します。事業所はこの「訪問介護計画書」の内容を利用者及びその家族に説明しま

す。 

 

（訪問介護の内容） 

第４条 お客様が提供を受ける訪問介護の内容は「重要事項説明書別紙」のとおりで、事業者

は内容についてお客さま及びその家族に説明します。 

２．事業者は、サービス従事者をお客様の居宅に派遣し、訪問介護計画書に添って訪問介護

を提供します。 

３．第２項のサービス従事者は、介護福祉士又は訪問介護員養成研修１～３級課程又は初任

者研修を修了したものです。 

４．訪問介護計画書がお客様との合意を持って変更され、事業者が提供するサービスの内容

又は介護保険適応の範囲が変更となる場合には、お客様の了解を得てそれを訪問介護の内

容とします。 

 

（サービス内容の変更） 

第６条 お客様は、いつでもサービスの内容を変更するよう申し出ることができます。事業者

はお客様からのサービスの内容の申し出があった時には、この契約の目的に反するな
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ど変更を拒否する正当な理由がない限り、サービスの内容を変更するものとします。 

 

（サービス提供の記録） 

第６条 事業者は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容を記録した訪問介護実施報告書を

作成します。 

２．事業者は、サービス提供記録を作成する事とし、この契約の終了後５年間保管します。 

３．お客様は、事業者の営業時間内にその事業所にて、お客様自身に関する第２項のサービ

ス実施記録を閲覧できます。 

４．お客様は、お客様自身に関する第２項サービス実施記録の複写物の交付を受ける事がで

きます。 

 

（料金） 

第７条 お客様は、サービスの対価として利用単位毎の料金を基に計算された月ごとの合計額

を支払います。 

事業者は、当月の料金合計額の請求書を翌月１０日までにお客様に送付します。 

お客様は、当月の料金合計額を翌月末までに支払います。 

２．事業者は、お客様から料金の支払いを受けたときには、お客様に対し領収書を発行しま

す。 

３．お客様は、居宅においてサービス従事者がサービスを実施するために使用する水道、ガ

ス、電気、電話の費用を負担します。 

 

（サービスの中止） 

第８条 お客様は、事業者に対してサービスの提供の２４時間までに通知することにより、料

金を負担することなくサービス利用中止することができます。 

２．お客様がサービス実施の２４時間以内に通知することにより、あるいは通知することな

くサービスの中止を申し出た場合、事業者は、お客様に対して「重要事項説明書別紙」に

定める計算方法により、料金の一部を請求することができます。この料金は第７条に定め

る他の料金の支払いとあわせて請求します。 

 

（料金の変更） 

第９条 事業者は、お客様に対して１か月前までに文書で通知することにより利用単位ごとの

料金の変更を申し入れることができます。 

２．お客様が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく「重要事項説明書別紙」を作

成しお互いに取り交わします。 

３．お客様は、料金の変更を承諾しない場合、事業者に対し文書で通知することによりこの

契約を解約することができます。 

 

（利用解除） 

第１０条 お客様は事業者に対して７日の予告期間を置いて文書で通知することによりこの
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契約を解約することができます。但しお客様の急変、急な入院などやむおえない事情があ

る場合は、予告期間が７日以内の通知でもこの契約を解約することができます。 

２．事業者はやむおえない事情がある場合お客様に対して、１か月の予告期間をおいて理由

を示した文書で通知することによりこの契約を解約することができます。 

３．次の事由に該当した場合、お客様は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

（１）事業者が正当な理由なくサービスを提供しない場合。 

（２）事業者が守秘義務に反した場合。 

（３）事業者がお客様やそのご家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行なった場合。 

（４）事業者が破産した場合。 

４．次の事由に該当した場合、事業者は文書で通知することにより直ちにこの契約を解約す

ることができます。 

（１）お客様のサービス利用料金の支払いが２か月以上遅延し、料金を支払うよう催促し

たにも関わらず７日以内に支払われない場合。 

（２）お客様が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返した場合、またはお客様

の入院若しくは病気等により２か月以上にわたってサービスが利用できない状態

であることが明らかになった場合 

（３）お客様等が事業者やサービス従業者等に対してこの契約を継続しがたいほどの背信

行為を行なった場合。 

５．次の事由に該当した場合、この契約は自動的に終了します。 

（１）お客様から事前に介護認定の更新がなされず、契約の適用期間が満了した場合。 

（２）お客様の要介護認定区分が非該当と認定された場合。 

（３）お客様が亡くなられた場合若しくは被保険者の資格を喪失した場合。 

（４）お客様が介護保険施設に入所等された場合。 

（５）お客様が要介護１から５と認定された場合。 

 

（秘密保持） 

第１１条 事業者及び事業者の使用する者は、サービスを提供する上で知り得たお客様及びそ

のご家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。ただし、次の各号につい

ての情報提供については、お客様等からあらかじめ文書により説明し同意を得ます。 

  （１）サービス担当者会議等での情報提供 

  （２）介護保険サービス利用のための市町村、介護保険事業者等への情報提供あるいは、

適切な在宅療養のための医療機関等への情報提供 

  （３）介護保険サービスの質の向上のための学会、研究会等での事例研究発表会等。なお

この場合でも、お客様個人を特定できないように仮名等を使用することを厳守します。 

２．前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取り扱いとします。 

３．お客様等の個人情報の使用については、『個人情報保護方針』を基に、お客様等に文書

により説明し同意を得ます。 

４．事業所の従事者でなくなった後においても、これらの秘密を保持するべき旨を従業者と
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の雇用契約内容とします。 

 

（賠償責任） 

第１２条 事業者は、サービスの提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由によりお客様の生

命、身体、財産に損害を及ぼした場合は、お客様に対してその損害を賠償します。 

 ２．お客様の責めに帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、お客様等は連携し

て事業者に対してその損害を賠償するものとします。 

 

（身元引受人(連帯保証人)） 

第１３条 利用者は事業者に対し、身元引受人（連帯保証人）を立てていただきます。ただし

身元引受人（連帯保証人）を立てることができない相当の理由を事業所が認める場合に

は、この限りではありません。 

 ２．身元引受人（連帯保証人）は次の各号に責任を負います。 

   ① 本サービスにかかる利用者負担金について契約者本人の連帯保証人となることに

同意すること。 

   ② 連帯保証人は利用者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担すること。 

   ③ 前項の負担は、利用料の１０か月分を限度とします。 

   ④ 利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続きが円滑に進行するよう

に協力すること。 

   ⑤ 利用者及び身元引受人（連帯保証人）以外の親族に事業者に対する要望等がある場

合は、必ず身元引受人（連帯保証人）を介して伝えること。 

 

（身体の拘束） 

第１４条 事業者は、原則として身体拘束は行いません。但し緊急やむを得ない場合は実施   

する場合があります。その際は、事業所の検討会議で検討し実施しその理由を記録に記載

することとします。 

 

（緊急時の対応） 

第１５条 事業者は、現に訪問介護の提供を行なっている時にお客様の病状の急変が生じた場

合その他必要な場合は、速やかに家族又は緊急連絡先、主治医又は介護支援専門員又は管

理者に連絡をとるなどの必要な措置を講じます。 

 

（居宅サービス計画の変更の援助） 

第１６条 事業者は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、そ

の内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。第１０条に基づき解

約通知をする場合には事前に介護支援専門員に連絡します。 

 

（相談・苦情対応） 

第１７条 お客様またはそのご家族は、事業者が提供した訪問介護に関する苦情がある場合は、
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いつでも苦情相談窓口に、苦情を申し立てることができます。事業者は、苦情が申し立て

られた時は、迅速かつ適切に対応すると共に必要な措置を講じます。 

２．事業者は、お客様又はそのご家族が苦情申し立てをした場合に、これを理由としてお客

様に対し一切の差別待遇をしません。 

 

（善管注意義務） 

第１８条 事業者は、お客様より委託された業務を行なうにあたっては、法令を尊守し、善良

なる管理者を以ってその業務を遂行します。 

 

（本約款に定めのない事項） 

第１９条 お客様および事業者は、信義誠実を持ってこの約款を履行するものとします。 

この約款に定めのない事項については、介護保険法令そのた諸法令の定めるところを尊重

し双方が誠意を持って協議のうえ定めます。 

 

（裁判管轄） 

第２０条 この約款に関してやむをえず訴訟となる場合は、お客様および事業者は、お客様の

住所地を管轄する裁判所を第一管轄裁判所とすることを予め合意します。 
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日野町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス重要事項説明書 

おしどり荘訪問介護事業所 

    ２０２５年５月１日現在 

 

１．医療法人社団日翔会施設及び提供サービスについての総合相談窓口 

   電話 ０８５９－７２－０５１１ 

   時間 月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

 

２．介護予防・日常生活支援総合事業概要 

④ 提供できるサービスの種類 

日野町介護予防・日常生活支援総合事業訪問型サービス 

⑤ サービスの対象 

要支援者、総合事業対象者 

⑥ 訪問介護事業所の職員体制 

おしどり荘訪問介護サービス 

 資格 常勤 兼務 計 

管理者 介護福祉士  １名   １名 

サ ー ビ ス  

提供責任者 
介護福祉士  2 名 2 名 

介護者 
介護福祉士又はヘルパー２級又は

初任者研修修了者 
2.5 名以上  2.5 名以上 

     

３．営業日及び営業時間 

営業日：月曜日～土曜日（１月１日～１月３日までを除く） 

営業時間：午前８時３０分から午後５時３０分 

（サービス提供時間：午前９時～午後５時） 

  

４．提供サービス内容 

訪問型サービス 

 

５．利用料金 

①介護保険の利用料は、利用者負担の割合に応じた額となります。 

②訪問時間の２４時間前までに事業所へ連絡なく訪問をキャンセルされた場合、キャンセル

料として自己負担金額の１／２に相当する金額を収受します。 

 

６．サービスの利用方法 

① サービスの利用開始 

イ 相談窓口で受付、契約を結びサービスの提供を開始します。 
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居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談

ださい。 

② サービスの終了 

イ お客様の都合でサービスを終了する場合 

ロ サービスを終了する７日前までに文書でお申し出下さい。 

ハ 当事業所の都合でサービスを終了する場合 

ニ 人員不足などやむを得ない事情によりサービスの提供を終了させていただく

場合がございます。その場合は、終了１か月前までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

次の場合は、双方通知がなくても自動的に指定居宅サービスを終了いたします。 

イ お客様から事前に介護認定の更新がなされず、契約の適用期間が満了した場合。 

ロ お客様の要介護認定区分が非該当と認定された場合。 

ハ お客様が亡くなられた場合若しくは被保険者の資格を喪失した場合。 

ニ お客様が介護保険施設に入所等された場合。 

ホ お客様が要介護 1 から 5 と認定された場合。 

④ その他 

当事業所が正当な理由なく指定居宅サービスを提供しない場合、守秘義務に反し

た場合、お客様や家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、又は当法人

が破産した場合、お客様は文書で解約を通知することにより即座に契約を終了する

ことができます。 

 

７．緊急時の対応方法 

   サービスの提供中にお客様の病状の変化等があった場合は、家族又は緊急連絡先、

主治医又は介護支援専門員又は救急隊へ連絡をとるなどの必要な措置を講じます。 

 

８．事故発生時などの対応 

① 指定居宅サービスの提供により事故が発生した場合は、お客様の家族などに連絡

を行うとともに必要な措置を講じます。 

② 指定居宅サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速

やかに行います。 

 

９・サービス内容に関する苦情 

③ お客様からの苦情相談窓口 

おしどり荘訪問介護事業所 

サービス提供責任者   宇田 章江  川上 康子 

 電 話         ０８５９－７２－０５１１ 

④ 当事業所以外に市町村の相談・苦情窓口、鳥取県国民健康保険連合会等でも受け

付けています。 

・日野町役場（０８５９－７２－０３３４） 
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・日野町地域包括支援センター（０８５９－７２－１８５２） 

・鳥取県国民保険団体連合介護サービス苦情相談窓口（０８５７－２０－２１００） 

 

１０・提供するサービスの第三者評価の実地状況 

   実施の有無 無 

実施した直近の年月日  

実施した評価  

実施した評価機関の名称  

評価結果の開示状況  

 

１１・虐待防止のための措置に関する事項 

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるも

のとする。 

（５） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、従業者に周知徹底を図る。 

（６） 虐待の防止のための指針を整備する。 

（７） 従業者に対し、虐待の防止のための研修を２回以上実施する。 

（８） 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。 

２ 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（利用者の家族等高齢者

を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報するものとする。 

 

１２・業務継続計画の策定等 

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開するための計画を策定

し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなどの措置を講じます。 

③ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 

④ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

１３・身体拘束等の禁止 

（１）事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する

行為（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

（２）事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用

者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

 

１４・当法人の概要 

    名  称  医療法人社団 日翔会 
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    代 表 者  理事長 徳久 剛史 

    所 在 地  鳥取県日野郡日野町根雨９０９－１ 

    電  話  ０８５９－７２－０４１０ 
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おしどり荘訪問介護事業所重要事項説明書 

所在地 鳥取県日野郡日野町根雨 899 番地１ 

事業所名 医療法人社団 日翔会 おしどり荘訪問介護事業所 

電話番号 ＴＥＬ ０８５９－７２－０５１１ 

ＦＡＸ ０８５９－７２－０５００ 

管理者 宇田 章江 

サ－ビス提供責任者 宇田 章江   川上 康子 

事業者番号 ３１７１６００２４４ （介護保険） 

３１１１６０００３１ （居宅介護） 

居宅サービスの種類 

 

居宅介護の種類 

訪問介護  （指定年月日 平成１５年４月１日） 

訪問介護  （生活保護法による指定） 

居宅介護  （指定年月日 平成１５年７月１日） 

 

営業日・時間 営業日：月曜日から土曜日（1月 1日～1月 3日を除く）  

営業時間：午前 8時 30分～午後 5：30分 

（サービス提供時間：午前 9時～午後 5時） 

事業実施区域 日野町・江府町・日南町 それ以外の区域は要相談 

料金 介護報酬告示上の額 

障害の報酬告示の額 

職員体制 サ－ビス提供責任者  １名以上 

訪問介護員      ２．５名以上 

サービス内容に対す

る苦情 

苦情受付窓口  管理者 宇田 章江 

日野町福祉事務所       ０８５９－７２－０３３４ 

福祉サービス運営適正化委員会 ０８５７－５９－６３３５ 

虐待防止責任者 管理者 宇田 章江 

障害者虐待防止セン

ター窓口 

 

 

 

 

日野町健康福祉課       ０８５９－７２－０３３４ 

日南町福祉保健課       ０８５９－８２－０３７４ 

江府町福祉保健課       ０８５９－７５－６１１１ 

西部総合事務所福祉保健局   ０８５９－３１－９３０１ 

鳥取県国民健康保険団体連合会 ０８５７－２０－３６８０ 

鳥取県社会福祉協議会     ０８５７－５９－６３３１ 
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虐待防止に関する事

項 

 

 

 

 

事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を

講ずるものとする。 

（１）虐待防止に関する責任者の選定及び設置  

（２）成年後見制度の利用支援  

（３）苦情解決体制の整備  

（４）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実

施  

 （５）基準第４０条の２第１項の「虐待の防止のための対策を検討

する委員会（以下「虐待防止委員会」という。）」の設置等に関す

ること等を指すものであること（以下、他のサービス種類につい

ても同趣旨） 

 

身体拘束等の禁止 

 

 

 

 

（１） 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の

利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場

合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為

（以下「身体拘束等」という。）を行わない。 

（２） 事業所は、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様

及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由その他必要な事項を記録する。 

（３） 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措

置を講ずる。 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周

知徹底を図る。 

② 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。従業者に対

し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する 

 

業務継続計画の策定

等 

感染症や非常災害の発生時において、業務を継続的に実施、再開す

るための計画を策定し、必要な研修及び訓練を定期的に開催するなど

の措置を講じます。 

⑤ 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必

要な研修及び訓練を定期的に実施します。 

⑥ 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継

続計画の変更を行います。 

 

 

 


